台風等に伴う暴風警報・特別警報発令時における児童安全確保のための学校対応
	
	台風、大雨、洪水、暴風等の状況
	対応

	登校前
	· 午前０時までに、
蒲田駅・大森駅を含むJR京浜東北線の計画運休が、翌日の始発から午後２時までの間に開始されることが発表された場合

	· 終日、臨時休業します。
· 当日、途中で計画運休が解除されても臨時休業の対応は変更しません。
※ただし、鉄道の計画運休の状況に応じて、別途対応をします。

	
	· 午前７時の時点で、
大田区へ暴風警報等が発令されている場合
※暴風警報とは「レベル３以上の大雨警報・気象防災速報（線状降水帯発生、記録的短時間大雨）、大田区が発令する緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難のこと
	◎　終日、臨時休業します。

	
	· 警報等が発令されていなくても保護者が危険と判断した場合
	· 欠席・遅刻する場合は、学校に連絡してください。
欠席の場合・・・出席停止扱いとします。
遅刻の場合・・・遅刻扱いしません。

	
	· 下校時に、大田区へ暴風警報等が発令されている場合
〇　その後、下校時以降、午後６時前までに警報が解除された場合

〇　その後、午後６時以降に警報等が解除される見込みとなった場合
	· 児童を学校に留め置きます。
〇　方面別に集団下校を実施します。
※下校が危険であると判断した場合は、保護者による引き取りをお願いします。
〇　保護者による引き取りをお願いします。


「台風等に伴う暴風警報・特別警報警報発令時における児童安全確保のための学校対応」（令和８年３月３１日　追記）

· 上記以外の対応が必要な場合は、大田区教育委員会より別途指示があります。
· 「tetoru」、「学校緊急連絡システム」等や「区民安全・安心メールサービス」への登録をお願いします。
· 警報の種類・発令の有無にかかわらず、こどもの安全を最優先に家庭の判断を対応してください。

